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２．測量・建設コンサルタント等２．測量・建設コンサルタント等
入札参加資格申請入札参加資格申請

第３章 電子申請システムの操作手順
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○測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請を行います。

現在資格認定を受けていない者で、平成20・21年度測量・建設コンサル
タント等入札参加資格認定を受けようとする者

新規申請

既に測量・建設コンサルタント等入札参加資格の認定を受けている者で、
平成20・21年度測量・建設コンサルタント等入札参加資格認定を受け
ようとする者

資格有効期間は、
平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日

更新申請
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2.2.１１ 測量・建設コンサルタント等測量・建設コンサルタント等
新規申請新規申請

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((11)) 電子申請メニュー電子申請メニュー

大阪府電子申請
システムトップ
メニューです。
「測量・建設コ
ンサルタント
等」ボタンを押
してください。

測量・建設コンサルタント等

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((22)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請メニュー大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請メニュー

①「新規申請」ボ
タンを押します。

測量・建設コンサ
ルタント等におけ
る入札参加資格申
請の手続きを行い
ます。①

注意事項
測量・建設コンサルタント等の
H20・21年度申請では
★新規申請
★更新申請

を行うことが出来ます。

新規申請
※ここでは、新規
申請を行います。

第３章 電子申請システムの操作手順
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2.2.1(3)1(3) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請新規申請

トップページに同
意文が表示されま
す。

入札参加要件に関
する注意事項が記
載されております。
内容に同意する場
合は、「同意す
る」にチェックを
入れてください。

第３章 電子申請システムの操作手順

①

①
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22..11((44)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請新規申請

業者基本情報を
入力します。

①

③「本店情報」ボタ
ンで次画面に移動
します。

業者基本情報を入
力します。

③

本店情報

①
注意事項
大阪府に初めて登録される方は、入力不
要です。
物品・委託役務を含め、過去に大阪府に
登録があり、新規申請をする場合は、過
去の業者番号を入力してください。

第３章 電子申請システムの操作手順

「会社等の業
種」から該当す
る業種を選択し
ます。

②

②
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22..11((55)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（本店情報の入力）新規申請（本店情報の入力）

①

②
▼住所検索

□当て字

注意事項
事業所固有の郵便番号

や私書箱については入力
しないでください。

第３章 電子申請システムの操作手順

代表者～登記簿
上所在地まで全
て入力します。

①

②

本店情報の入力を
行います。

住所の入力の際
は、郵便番号を
入力後、▼住所
検索ボタンを押
します。
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22..11((66)) 住所検索住所検索

ラジオボタンに
チェックを入れ、
決定ボタンを押
すと、新規申請
の情報入力画面
に戻ります。

①

郵便番号から住所
検索を行います。

①

住所検索結果選択では、市町村名
までしか表示されません。町丁目
以降は直接入力してください。

注意事項

表示される住所が１項目でも必ず
ラジオボタンにチェックを入れて
から決定ボタンを押してください。

注意事項

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((77)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（営業所・支店情報の入力）新規申請（営業所・支店情報の入力）

営業所・支店名
称～営業所・支
店メールアドレ
スを入力します。
入力の要領は本
店情報の入力と
同じです。

「業務情報」ボ
タンで次画面に
移動します。

②

① ①

②

営業所・支店情報
の入力を行います。

業務情報

本店契約の場合は、支店・営業所
情報の入力は必要ありません。

注意事項

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((88)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請新規申請((業務情報の入力業務情報の入力))

申請する業務の
「□」にチェック
を入れます。

業務の申請を行い
ます。

①

チェックした業務
の直前２年間の年
間平均実績高を入
力します。

②

「障害者雇用情
報」を押し次画面
に移動します。

③

③

①

障害者雇用情報

②

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((99)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（障害者雇用情報の入力）新規申請（障害者雇用情報の入力）

②
①

ISOISO登録登録

障害者雇用情報
を入力します。

「業務経歴」ボ
タンで次画面に
移動します。

①

②

障害者雇用情報を
入力します。

・常用雇用労働者の総数、障害者雇用人数について
公共職業安定所に報告義務が無い方は、申請日現在の総職員数を入力してくださ
い。報告義務がある方は、障害者雇用状況報告書に記載のある人数を入力してく
ださい。

・公共職業安定所へ報告している障害者雇用率について
公共職業安定所に報告義務が無い方は、率の欄は空白としてください。報告義務
のある方は、障害者雇用状況報告書に記載のある率を入力してください。

注意事項

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((1010)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（新規申請（業務業務経歴の入力）経歴の入力）

必要に応じて業
務経歴情報を入
力します。

「業務経歴（他
官庁）」ボタン
で次画面に移動
します。

①

②

業務経歴情報（大
阪府）を入力しま
す。

①

参加資格申請を行う日から、過去2ヵ年以内に契約した業務
について入力してください。（履行期間中も可能です）

②

業務経歴（他官庁）

注意事項

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((1111)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（新規申請（業務業務経歴の入力）経歴の入力）

必要に応じて業
務経歴情報（他
官庁・民間）を
入力します。

「申請者情報」
ボタンで次画面
に移動します。

①

②

業務経歴情報（他
官庁・民間）を入
力します。

①

外郭団体の業務は、「他官庁」の欄に記入してください。

②

申請者情報

注意事項

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..11((1212)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（申請者情報の入力）新規申請（申請者情報の入力）

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

①

①

第３章 電子申請システムの操作手順

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。

行政書士の方は所属には「行政事務所名、電話番号」、氏名には「行政
書士の氏名」を記入してください。

なお全角文字（英数字とも）で入力してください。
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22..11((1313)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（不備内容の確認）新規申請（不備内容の確認）

入力内容に不備が
あった場合、修正
が必要な箇所を示
すメッセージが表
示されます。

①

「閉じる」ボタン
を押すと、申請画
面に戻ります。
エラーで示された
箇所を修正してく
ださい。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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2.1(14) 2.1(14) 企業コード検索画面～企業コード確認画面企業コード検索画面～企業コード確認画面

（途中画面省略）

①

企業コード検索画面

企業コード検索結果選択画面

企業コード確認画面

「企業コード検索
画面」→「企業
コード検索結果選
択画面」→「企業
コード確認画面」
の「OK」ボタン
を押します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

※詳しくは第3章 電子
申請システムの操作手
順の1.1(13)から(15)
を参照してください。
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22..11(15)(15) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請新規申請((入力内容の確認入力内容の確認))

（途中画面省略）

入力内容を修正
する場合、「戻
る」ボタンを押
します。

①

入力内容に誤り
がなければ、
「次へ」ボタン
を押します。

②

新規申請で入力し
た内容を確認しま
す。

① ②

第３章 電子申請システムの操作手順



129

22..11((116)6) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請新規申請((印刷用フォーム印刷用フォーム))

入力内容を印刷す
る場合、「印刷」
ボタンを押します。

①

印刷が完了したら、
「閉じる」ボタン
を押します。

②

送信確認と同時に、
左のような画面が現
れます。
ここで入力した内容
を印刷します。

① ②

第３章 電子申請システムの操作手順

（途中画面省略）
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22..22((117)7) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 新規申請（送信確認）新規申請（送信確認）

①②

第３章 電子申請システムの操作手順

入力内容を修正
する場合、「戻
る」ボタンを押
します。

① 申請した内容を
送信する場合は、
「送信」ボタン
を押します。

②

送信確認を行いま
す。
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22..22(18)(18) 到達確認通知到達確認通知

「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②①

注意事項
IDおよびパスワードは、電子申請システムの各
メニューにログインするために必要となります。
印刷ボタンによる印刷、メモを取るなど控えを
取るようにしてください。

IDとパスワード
は新規申請のと
きだけ表示され
ます。

第３章 電子申請システムの操作手順
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22.1(19) .1(19) 郵送書類一覧の取り出し方郵送書類一覧の取り出し方
第３章 電子申請システムの操作手順

大阪府電子申請システムメインメニュー大阪府電子申請システムメインメニュー

状況確認

申請取扱状況確認申請取扱状況確認

ICカード
ID、パスワード
到達番号、問合せ番号
のいずれかでログイン

詳細を参照したい手続の「到達番号」を選択してください。

建設工事 指名競争入札参加資格更新申請

建設工事 指名競争入札 基本業者情報変更届

手続終了

審査待ち

受付開始

詳細を参照したい手続の「到達番号」を選択してください。

建設工事 指名競争入札参加資格更新申請

建設工事 指名競争入札 基本業者情報変更届

手続終了

審査待ち

受付開始

該当する項目をクリック

郵送書類一覧

申請書類一覧
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22.1(20) .1(20) 郵送書類一覧郵送書類一覧
第３章 電子申請システムの操作手順

大阪府電子申請シ
ステムメインメ
ニューの「状況確
認」より業務追加
申請を行った到達
番号を選択し、郵
送書類一覧を押す
と、この画面が表
示されます。
ブラウザの機能で
郵送書類一覧を印
刷します。

変更事項に対す
る必要な書類を
用意し、郵送書
類一覧と同封し
て郵送します。

①

①
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2.22.2 測量・建設コンサルタント等測量・建設コンサルタント等
更新申請更新申請

第３章 電子申請システムの操作手順
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22..22((11)) 電子申請メニュー電子申請メニュー

大阪府電子申請
システムトップ
メニューです。

「測量・建設コ
ンサルタント
等」ボタンを押
してください。

①

測量・建設コンサルタント等

第３章 電子申請システムの操作手順

①
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22..22((22)) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請メニュー大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請メニュー

①「更新申請」ボ
タンを押します。

測量・建設コンサ
ルタント等におけ
る入札参加資格申
請の手続きを行い
ます。

①

注意事項
測量・建設コンサルタント等の
平成20・21年度申請では、
★新規申請
★更新申請

を行うことが出来ます。

更新申請

第３章 電子申請システムの操作手順

＊ここでは更新申
請を行います。
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2.2(3)2.2(3) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 更新申請更新申請

トップページに同
意文が表示されま
す。

入札参加資格要件
に関する注意事項
が記載されており
ます。内容に同意
する場合は、「同
意する」にチェッ
クを入れてくださ
い。

第３章 電子申請システムの操作手順

①

①
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2.2(4) 2.2(4) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 更新申請（業者基本情報入力）更新申請（業者基本情報入力）

①

③

第３章 電子申請システムの操作手順

②

業者基本情報を
入力します。

①

③「業務情報」ボタ
ンで次画面に移動
します。

業者基本情報を入
力します。

会社等の業種を
選択します。

②
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2.2(5)2.2(5) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 更新申請（業務情報等入力）更新申請（業務情報等入力）

左のメニューから
「有資格者数」
「障害者雇用情報」
「ISO登録」「業務
経歴」のメニューを
入力したら、ページ
末へ移動してくださ
い。（内容は新規申
請と同様のもので
す）

③

①

③

業務情報等の入力
を行います。

第３章 電子申請システムの操作手順

ページ末へ

申請する業務の
「□」にチェック
を入れます。

①

チェックした業務
の直前２年間の年
間平均実績高を入
力します。

②

②
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2.2(6)2.2(6) 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格 更新申請更新申請 ((申請者情報の入力申請者情報の入力))

「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項

再度変更入力をするときは、
必要な項目のボタンを選択し
てください。

申請者情報については入力者本人
の情報を入力してください。
行政書士の方は、所属には「行政
事務所名、電話番号」、氏名には
「行政書士の氏名」を記入してく
ださい。
なお、全ての文字は全角文字（英
数字とも）で入力してください。
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2.2(7)2.2(7) 不備内容の確認不備内容の確認

入力内容に不備が
あった場合、修正
が必要な箇所を示
すメッセージが表
示されます。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

「閉じる」ボタ
ンを押すと、申
請画面に戻りま
す。
エラーで示され
た箇所を修正し
てください。

①
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2.22.2(8) (8) 企業コード検索画面～企業コード確認画面企業コード検索画面～企業コード確認画面

（途中画面省略）

企業コード検索画面

企業コード検索結果選択画面

企業コード確認画面

「企業コード検索
画面」→①「企業
コード検索結果選
択画面」→②「企
業コード確認画
面」の「OK」ボ
タンを押します。

②

第３章 電子申請システムの操作手順

①
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2.22.2(9) (9) 入力内容確認画面～到達通知確認画面入力内容確認画面～到達通知確認画面

 

入力内容確認画面

送信確認画面

「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

①

到達通知確認画面

第４章第４章 電子入札システムの電子入札システムの
特徴と操作手順特徴と操作手順
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はじめにはじめに

○ここでは、実際のシステムの画面イメージを用いながら、一般競争入
札におけるシステム操作の流れについてご紹介します。

○画面の右上にあるシンボルの意味は、次のとおりです。

インターネットにより
一般公開されている画面です。

電子申請システムで登録申請済みの
ＩＣカードが必要な画面です。
（入札参加資格がなくてもよい入札参加資格がなくてもよい）

電子申請システムで登録申請済みの
ＩＣカードが必要な画面です。
（入札参加資格がある場合のみ入札参加資格がある場合のみ）有

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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電子入札システムの運用イメージ電子入札システムの運用イメージ
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予定
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価格

予定
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入札
説明書

入札
結果

入札
結果

くじ
結果

くじ
結果

質問
回答

質問
回答

電子入札システム
トップ画面 案件検索画面

調達案件一覧

入札状況一覧

連絡
事項

連絡
事項

入札書
提出

入札書
提出

入札締切
通知書

入札締切
通知書

落札者決定
通知書

落札者決定
通知書

案件
情報

案件
情報 参加

申請

参加
申請

企業
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ

企業
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ

設計
図書

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

電子調達
(電子入札)
システム
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・公開情報より、公示・公告情報等の
情報検索
・入札説明書等一式のダウンロード

・公開情報より、公示・公告情報等の
情報検索
・入札説明書等一式のダウンロード

・認証局からＩＣカードの購入
・電子申請システムを利用してＩＣカード
の登録

・認証局からＩＣカードの購入
・電子申請システムを利用してＩＣカード
の登録

・電子申請システムを利用して入札
参加資格の申請
・口座情報の登録

・電子申請システムを利用して入札
参加資格の申請
・口座情報の登録

電子入札フローの詳細１電子入札フローの詳細１

①資格の取得①資格の取得

②ＩＣカードの準備②ＩＣカードの準備

③公告情報の閲覧③公告情報の閲覧

④案件への参画④案件への参画

ーー

電子申請システム

公開画面

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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電子入札フローの詳細２電子入札フローの詳細２

⑦落札結果の確認⑦落札結果の確認

・入札書の提出
・入札締切の確認

・入札書の提出
・入札締切の確認

・設計図書等のダウンロード
・質問事項の登録
・回答の確認

・設計図書等のダウンロード
・質問事項の登録
・回答の確認

・入札参加申請
・指名（非指名）通知の受理

・入札参加申請
・指名（非指名）通知の受理

④案件への参画④案件への参画

⑤質問と回答⑤質問と回答

⑥入札書提出⑥入札書提出

電子入札システム

電子入札システム

電子入札システム

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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ＷｉｎｄｏｗｓＸＰＷｉｎｄｏｗｓＸＰ ＳＰ２をお使いの方へのご注意ＳＰ２をお使いの方へのご注意

○ダウンロード機能の注意点

○ポップアップブロックの注意点

＜影響＞
ダイアログなどのポップアップ画面が表示されず、画面遷移ができなくなる
可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→プライバ
シーの「ポップアップブロックの設定」→「許可するWebサイトのアドレ
ス」に「https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/」を追加します。

＜影響＞
ダイアログなどのポップアップ画面が表示されず、画面遷移ができなくなる
可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→プライバ
シーの「ポップアップブロックの設定」→「許可するWebサイトのアドレ
ス」に「https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/」を追加します。

＜影響＞
添付ファイル等をサーバからダウンロードする際に警告が表示され、正しく
ダウンロードできなくなる可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→セキュリ
ティの「信頼済みサイト」を選択→「サイト」を押下→「https://www.e-
nyusatsu.pref.osaka.jp/」を入力し、登録します。

＜影響＞
添付ファイル等をサーバからダウンロードする際に警告が表示され、正しく
ダウンロードできなくなる可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→セキュリ
ティの「信頼済みサイト」を選択→「サイト」を押下→「https://www.e-
nyusatsu.pref.osaka.jp/」を入力し、登録します。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

Windows XPをご利用のみなさまで、サービスパック２（SP2）を適
用された場合、電子調達システムがうまく動作しないといった影響があ
る可能性があります。
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１．案件公告

第４章 電子入札システムの
特徴と操作手順
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1.1.11 公告情報の閲覧公告情報の閲覧

入札公告情報を閲
覧するときに押下
します。

①

大阪府電子調達シス
テムのポータルサイ
トです。

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

②

①

入札結果を閲覧す
るときに押下しま
す。

②
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1.1.22 案件情報検索案件情報検索

①

②

区分を選択しま
す。

①

必要事項を記入、
選択します。

②

案件情報を検索しま
す。

③

「検索」ボタンを
押下します。

③

区分を選択することにより、業種・工種／契約
種目がそれぞれの区分ごとに切り替わります。

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順



153

1.1.33 公告（案件情報一覧）公告（案件情報一覧）

①

②

公告欄の「閲覧」
ボタンを押下し、
公告情報を表示し
ます。

① 予定価格欄の「閲
覧」ボタンを押下
し、予定価格情報
を表示します。

②

公告されている案件
の一覧が表示されま
す。
また、詳細内容の閲
覧をすることができ
ます。

公告

予定価格情報

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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1.1.44 公告（公告情報）公告（公告情報）

「入札説明書等一
式」（リンク）を、
押下します。

①

案件の公告情報の詳
細を見ることができ
ます。
また、入札説明書を
ダウンロードするこ
とができます。

①

入札説明書が複数ある場合、ダウンロード
は１ファイルずつ確実に行なってください。

②
②ファイルのダウン
ロード画面の「保
存」を押下し、入
札説明書をダウン
ロードします。

注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順




